
　
全
国
的
な
少
子
化
の
進
展
に
伴
い
、
児
童
生
徒
数
が
減
少
す
る
中
、
い
く
つ
か
の

学
校
の
規
模
が
市
の
統
合
基
準
に
近
づ
い
た
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
条
件

の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
学
校
を
ど
う
す
べ
き
か
、
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。

　
現
在
、｢

下
妻
市
立
小
中
学
校
適
正
規
模
適
正
配
置
検
討
委
員
会
」
で
は
、
子
ど
も

た
ち
の
未
来
を
育
む
大
切
な
場
所
と
し
て
、
学
校
の
在
り
方
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

小中学校学級数別分布表

お住まいの地区の学校は、各学年の規模がどの程度であれば存続させるべきですか？

※その他 ... 意見はない、わからない、無回答

　
学
校
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
場
合
は
、
人
的
・
物
的
な
観
点
か

ら
教
育
条
件
の
維
持
・
向
上
を
図
る

こ
と
に
加
え
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
核
で
あ
る
学
校
を
ど
う
し
て
い
く

か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
具
体
的
に
は
、
学
校
の
規
模
は
ど

の
程
度
が
望
ま
し
い
か
の
適
正
規
模
、

学
校
が
適
正
規
模
に
至
ら
な
い
場
合

の
統
合
基
準
、
学
校
を
統
合
す
る
場
合

に
ど
の
よ
う
な
組
合
せ
で
ど
の
よ
う

に
配
置
す
る
か
の
適
正
配
置
、
学
校

を
統
合
し
た
場
合
に
使
わ
な
く
な
っ

た
校
地
や
校
舎
を
ど
う
す
る
か
の
跡

地
利
用
を
決
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
教
育
委
員
会
は
、
令
和
5
年
10
月

に
「
下
妻
市
立
小
中
学
校
適
正
規
模

適
正
配
置
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、

令
和
6
年
度
末
を
期
限
と
し
て
、
市

立
小
中
学
校
の
適
正
規
模
適
正
配
置

に
つ
い
て
の
検
討
を
依
頼
し
ま
し
た
。

学
校
の
在
り
方
検
討

　
学
校
の
小
規
模
化
が
進
む
と
、
複

式
学
級
が
編
制
さ
れ
た
り
、
配
置
さ

れ
る
教
員
数
が
少
な
く
な
っ
た
り
し

ま
す
。
複
式
学
級
で
は
、
複
数
の
学

年
を
1
人
の
教
員
が
受
け
持
つ
こ
と

に
な
り
、
教
員
が
子
ど
も
た
ち
と
直

接
関
わ
り
な
が
ら
進
め
る
直
接
指
導

と
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
学
習
を
進

め
る
間
接
指
導
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
、

実
験
や
観
察
な
ど
の
長
時
間
の
直
接

指
導
が
必
要
な
活
動
に
制
約
が
生
じ

る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

中
学
校
で
は
、
学
校
全
体
の
学
級
数

が
4
学
級
以
下
に
な
る
と
、
一
部
の

教
科
に
担
当
教
員
が
配
置
さ
れ
な
く

な
り
ま
す
。

学
校
小
規
模
化
に
伴
う
課
題

　
児
童
生
徒
数
を
推
計
し
た
結
果
、

令
和
5
年
か
ら
令
和
25
年
ま
で
の
20

年
間
で
、
小
学
生
は
1
7
9
1
人
か

ら
1
0
6
2
人
と
40
・
8
％
、
中
学

生
は
9
7
5
人
か
ら
5
3
5
人
と

45
・
2
％
の
減
少
が
予
測
さ
れ
て
い

ま
す
。
特
に
、
騰
波
ノ
江
小
は
令
和

23
年
か
ら
複
式
学
級
が
発
生
し
て
学

校
全
体
の
学
級
数
が
5
学
級
と
な
り
、

令
和
25
年
に
は
4
学
級
と
な
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
千
代
川
中
は

令
和
15
年
か
ら
全
学
年
が
1
学
級
に

な
る
な
ど
、
児
童
生
徒
数
の
減
少
に

よ
る
学
校
の
小
規
模
化
が
著
し
く
、

一
般
的
に
教
育
上
の
課
題
が
大
き
い

と
さ
れ
る
規
模
に
な
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

児
童
生
徒
数
の
減
少

小学校 中学校

学校給食の提供方法はどのような形を希望しますか？

0 25 50 75 100(%)

その他

どのような方式でも
家庭で用意する必要がないこと

自校方式、センター
（共同調理施設）方式、親子方式等

※その他 ... デリバリー（ランチボックス）方式、弁当持参、意見はない等

学校給食において特に重要と考えることは何ですか？

（複数回答の上位３位）

0 25 50 75 100（％）

献立が魅力的で、おいしいこと

エネルギー量が適切で
栄養バランスが取れていること

施設や設備が適切に更新され
食品が衛生的に管理されていること

子
ど
も
た
ち
の
よ
り
良
い
教
育
条
件
を
目
指
し
て

学校給食の運営学校給食の運営

　本市の学校給食は、自校方式の施設の老朽化や常総市への委託契約の期間満了、給食費の不統一等の課題を

抱えていることから、「下妻市立学校給食運営協議会」を設置して、これまでに3回の会議を開き、協議を重ね

ました。その結果、「市立小中学校の給食費の引き下げによる統一」が報告され、令和6年度から給食費月額を

宗道小と大形小で150円、下妻中と東部中で50円引き下げ、小学校と中学校をそれぞれ統一しました。また、

小中学校の給食の提供方法は、「下妻市立学校給食施設整備方針(案)」により、「センター方式が最も適当であ

る」ことが報告されました。

※小学校の市の統合検討基準は、「1学年平均 15人以下または複式学級ができること」となっています。

0 25 50 (%）
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75 100

その他

1 学年がどんなに少なくても存続させるべき

複式学級が存在しなければ存続させるべき

1 学年 1 学級であっても、1 学年の平均が
16 人以上であれば存続させるべき

国・茨城県・下妻市の適正規模の範囲内の
1 学年 2 学級以上であれば存続させるべき

0 25 50 (%） 75 100

その他

1 学年がどんなに少なくても存続させるべき

複式学級が存在しなければ存続させるべき

クラス替えができる
1 学年 2 学級以上であれば存続させるべき

茨城県・下妻市の適正規模の範囲内の
1 学年 3 学級以上であれば存続させるべき

国の適正規模の範囲内の
1 学年 4 学級以上であれば存続させるべき

※その他 ... 意見はない、わからない、無回答
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